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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和４年度 第１回所沢市建築審査会 

開 催 日 時 令和４年８月３１日(水) 午後１時３０分から午後４時３０分 

開 催 場 所 所沢市役所 高層棟７階 ７０１会議室 

出 席 者 の 氏 名 坂下裕一 村上逸郎 古里 実 木村一男 

欠 席 者 の 氏 名 石丸由紀 

説明者の職・氏名  

 

 

議 題 

 

 

（１） 建築基準法第４４条第１項第４号の規定に基づく許可の同

意について 

（２） 建築基準法第４３条第２項第２号（包括同意基準）に基づ

く許可について 

 

 

 

会 議 資 料 

 

 

（１） 会議次第 

（２） 建築基準法第４４条第１項第４号の規定に基づく許可につ

いて 

（３） 建築基準法第４３条第２項第２号（敷地等と道路との関係）

の規定に基づく許可について（報告） 

 

 

 

 

 

担 当 部 課 名 

 

街づくり計画部 部長 埜澤 好美 

建築指導課   建築指導担当参事 保坂 貞夫 

        主幹 沖田 美由紀 

主査 髙橋  毅 

主査 田村 和広 

技師 北田 真衣子 

主任 粕谷 博一 

 

 

 

 

 

（事務局）街づくり計画部 建築指導課 

      電話 ０４（２９９８）９１８０ 
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様式第２号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

田村主査 

 

 

 

委員 

 

 

 

田村主査 

 

委員 

 

委員 

 

 

田村主査 

 

 

 

～ 開会 ～ 

■会議成立の報告 

■街づくり計画部長 挨拶 

■会議の公開・非公開  公開に決定 

■傍聴者の確認（傍聴者なし） 

 

■議題 

(１) 建築基準法第４４条第１項第４号の規定に基づく許可の同

意について 

(２) 建築基準法第４３条第２項第２号（包括同意基準）に基づく

許可について 

 

議題（１）について、特定行政庁より説明をお願いします。 

 

～建築基準法第４４条第１項第４号の規定に基づく許可の同意

について説明～ 

 

（質疑応答） 

 交通渋滞の緩和に寄与するとありますが、現状の混雑を緩和する

という意味ではなく、この商業施設ができることにより渋滞が発生

することを前提に緩和するという意味ですか。 

 

 そのとおりです。 

 

 アンダーパスもそういう意味になりますね。 

 

 デッキは商業施設に行くためのものですか。どこかに抜けられま

すか。 

 

 車路は、施設内の駐車場に行くためのものです。歩行者通路は、

施設を利用する人だけでなく、南エリアや西エリアの方も日常的に

通行することができます。 
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委員 

 

田村主査 

 

 

委員 

 

田村主査 

 

委員 

 

 

 

沖田主幹 

 

 

 

 

委員 

 

 

沖田主幹 

 

委員 

 

田村主査 

 

委員 

 

 

田村主査 

 

 

委員 

 

田村主査 

 駅へ抜けられますか。 

 

 歩行者通路を渡り、施設外周の歩廊を通って、駅方面へ行くこと

ができます。なお、エレベーターは２４時間利用できる予定です。 

 

 中央通り線を拡張する話はありますか。 

 

 ３２ｍで都市計画決定されていますので拡幅されます。 

 

 商業施設が建つことで、車のアクセスが多くなるのはやむを得な

いという判断ですね。それを前提に交通処理をどうするかというこ

とですが、Ｄデッキは左折インですか。 

 

 中央通り線の北側から南下してくる車が右折で建物に入ること

は非常に危険であるということで、警察と協議の結果、中央通り線

からふれあい通り線に曲がり、そのまま左折で侵入する方が望まし

いということで、このような計画となりました。 

 

 中央通り線からふれあい通り線への右折はスムーズに行くので

すか。 

 

 信号が付く予定です。 

 

 アンダーパスから出てきた車はどうですか。 

 

 高低差があるため、Ｄデッキに入ることは構造上難しいです。 

 

 段差があるということですね。側道からでないと入れないという

ことですね。 

 

 将来的にアンダーパスが完成した時は、Ｄデッキの先を右に曲が

って入ることとなります。 

 

 そこは右折インですね。 

 

 警察とも協議の上、構造上やむを得ないということで、誘導員や
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委員 

 

 

 

田村主査 

 

 

 

委員 

 

田村主査 

 

委員 

 

埜澤部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

田村主査 

 

委員 

 

 

案内表示で対応することとなります。 

 

 アンダーパスができると東方面からの交通量が増えて、ふれあい

通り線が主要道路となります。そこからたくさんの車が入ってき

て、交通に大きな負荷がかかるのではないですか。 

 

 商業施設以外の車においても、アンダーパスができることでいろ

いろな方面へ広がります。また、所沢駅南側にある踏切の混雑解消

にも寄与するものと考えています。 

 

 周辺は住宅地ですが、住民の皆さんには説明されていますか。 

 

 １０回以上説明をしているとのことです。 

 

 その反応はどうでしたか。 

 

 交通渋滞を心配されています。渋滞によって、生活道路に車が入

ってきてしまう、自分たちの住んでいる狭い道に入ってきてしまう

ことを心配されていました。なるべく車で来ないように何かできな

いか、開発業者へ対策を求めている中で、事業者側から聞いている

話として、公共交通で来ればお買い物の際にポイントを付与すると

いったことで公共交通の方へ誘導していくとか、スマホで駐車場の

空き具合をわかるようにして、周辺の駐車場で空いている所を案内

したり、さらには東口にグランエミオの駐車場がありますので、そ

ちらへ流していくとかで車を減らし、公共交通の方へ回していくこ

とを考えているとのことでした。 

 

 駐車台数の１,７００台から１,８００台は適正な規模ですか。郊

外型のショッピングセンターと駅前とでは性格が違うと思います。

郊外では車で来るしかないですから。 

 

 大店立地法の適正な台数を確保しています。 

 

 駅前型なのだから、それほど台数を確保しなくても商業経営が成

り立つように計画すべきです。交通に負荷をかけないように。都市

計画全体としては、駅前商業施設として車の負荷がかかり過ぎるも
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埜澤部長 

 

 

 

沖田主幹 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

田村主査 

 

 

 

 

委員 

 

埜澤部長 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

田村主査 

 

 

 

のは造るべきでない。郊外型の駐車台数を設けるものは望ましくな

いです。 

 

 商業施設では何台以上というきまりがありますので、適正な台数

を確保しているということです。必要以上ではなく、最低限確保し

ているということです。 

 

 来店される方の車が増えて渋滞することを懸念し、Ｄデッキから

駐車場へ入る通路を長めに確保して、車の滞留が道路ではなく建物

内で発生するように計画しています。 

 

 この商業施設にとっては道路上の建物が必要となりますが、都市

的にみた時には道路の天空を奪うわけですから、それに見合うだけ

の貢献はどのようにされていますか。国のチェック項目にはないで

すが、どう審査されていますか。 

 

 南エリアの方は、本来約３５ｍのふれあい通り線を渡って駅方面

へ向かうこととなりますが、Ｄデッキを利用することによって、よ

り安全に歩行することができ、公園や屋上広場への行き来なども安

全に行えるなど、公共性の高い施設と考えています。 

 

 公園は区画整理事業で生み出されるものですか。 

 

 商業施設側に空間を確保してもらい、その空間と区画整理事業に

よる１号公園とが一体となって広く使えるようになっています。壁

面後退部分の街路樹についても、緑のトンネルの中を散策できるよ

うにと、ベンチを置くこととしています。 

 

 昨今は歩道橋をどんどん壊して、路面を横断できるようにしてい

るが、今回は歩行者を２階に上げてデッキを歩かせ、橋上駅の２階

とつなげるという考えですが、横断歩道は設けないのですか。 

 

 Ｄデッキ付近のアンダーパスの部分を横断歩道で渡るのは高低

差があり、難しい状況です。バリアフリーも考慮し、エレベーター

を両側に設置し、点字ブロックの隣には車いすが通れる幅員を確保

してバリアフリー対応をしています。また、公園のあるＤデッキよ
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沖田主幹 

 

 

委員 

 

 

 

埜澤部長 

 

 

 

委員 

 

 

 

田村主査 

 

 

沖田主幹 

 

 

委員 

 

 

沖田主幹 

 

委員 

 

沖田主幹 

 

委員 

 

田村主査  

 

り西側部分に横断歩道が付けられないか、警察と協議しています。 

 

 警察では、信号も横断歩道も考えていないので、Ｄデッキが有効

に役立ちます。 

 

 エレベーターも大切ですが、フラットな所で歩行者の通路を確保

することもぜひお願いしたい。歩行者デッキがあればハッピーかと

いうと、必ずしもそうではないのでは。 

 

 信号については地域の方々からも意見があったので、警察と協議

をしているところです。横断歩道を１箇所付けることは確定してい

ます。 

 

 交通緩和策としてのＤデッキはわかりましたが、歩行者はフラッ

トな所を歩きたいので、わざわざ２階に上がらなくても、１階の店

に入りたいと思うのでは。 

 

 Ｄデッキから駅までの間の所々に、上下階を行き来できる階段を

設けています。屋根のある所もありますが、ない所もあります。 

 

 庇のことは考えていなかったようで、付けられるように補強材を

入れて施工していくとのことです。 

 

 市としては付けてほしいということですが、事業者との調整にな

りますね。デッキの東側は民有地ですが、影響はありませんか。 

 

 説明会を開いています。 

 

 ３街区、９街区、Ｄデッキの工事の着工と完成は。 

 

 着工は令和４年１１月です。竣工は令和６年６月の予定です。 

 

 ３街区、９街区、Ｄデッキの完成はズレないのですか。 

 

 竣工は同じと聞いています。 
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委員 

 

 

埜澤部長 

 

委員  

 

沖田主幹 

 

委員 

 

 

委員 

 

埜澤部長 

 

委員 

 

埜澤部長 

 

田村主査 

 

委員 

 

埜澤部長 

 

委員 

 

沖田主幹 

 

 

 

 

田村主査 

 

 

 駅周辺は駐車場不足で大変ですが、駅ビルと同時に東口に駐車場

を造りましたが、混雑状況はどうですか。 

 

 土日は満車ですが、平日は空きがあります。 

 

 ワルツの駐車場が無くなりましたが。 

 

 建物内の地下駐車場はあります。 

 

 駐車台数がすごく多い感じがします。今までの駐車場不足が緩和

されるように使われるのかなという気がします。 

 

ふれあい通り線はいつできますか。 

 

 令和１０年度の目標です。 

 

 建物は令和６年度ですが、道路は令和１０年度ですか。 

 

 側道は開店までにはできます。 

 

 アンダーパスは鉄道の関係で時間がかかってしまいます。 

 

 アンダーパスの見通しは立っているのですか。 

 

一部の地権者とは契約に至っていません。 

 

 線路東側の受け口はどうなっていますか。 

 

 現在、住宅展示場になっています。 

 

～ 現地調査 ～ 

 

（現地調査から戻って、質疑応答再開） 

 施設の面積についてご質問がありましたが、駐車場を含め、延床

面積は約１２９,０００㎡です。 
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沖田主幹 

 

委員 

 

 

 

 

田村主査 

 

 

 

委員 

 

 

 

田村主査 

 

 

保坂参事 

 

委員 

 

 

保坂参事 

 

委員 

 

 

田村主査 

 

 

 

 

 

 

保坂参事 

 準備工事は９月から、本体工事は１１月からになります。 

 

 車の渋滞発生を安全に処理するために左折インの建物を建て、そ

れをつなぐ建物は歩道橋状のものですが、今回は建物をつなぐ歩道

橋であり、建築基準法では建築物に該当しない場合もありますが、

建築物としてみるということでよろしいでしょうか。 

 

 そのとおりです。３街区から９街区まで一体となってつながりま

すので、全体を建築物としてみます。つまり、Ｄデッキも建築物と

なります。 

 

 商業施設あるいはエレベーターのある９街区の建物は建築物で

すが、それをつなぐＤデッキには屋根がありませんが、建築物とし

て扱っているケースなどありますか。 

 

 さいたま市でも、屋根は無いが建築物として扱っているケースが

あります。 

 

 施設のための通路ですので、施設の一部ということになります。 

 

 屋根の有無だけでなく、施設本体には屋根があり、それをつなぐ

施設だからですか。 

 

 施設本体は建築物であり、建築物の一部ということです。 

 

 今回、屋根は付けないのですね。市としても、いろいろと指導し

ていると聞いていますが、今回は求めないということですね。 

 

 駅まで行くのに屋根が無いところについては要望しています。Ｄ

デッキについても、特に歩行者通路ですが、屋根を付けられないか

話をしました。しかし、歩行者通路の下は車が走るということで、

安全面において屋根が取れる危険性やメンテナンスのことを考え、

事業者は設置しないという意向が強かったので、指導はしました

が、やむを得ないと考えました。 

 

 屋根を付けることで、他の目的で使われる可能性もあります。 
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会長 

 

委員一同 

 

会長 

 

 

委員一同 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

北田技師 

 

 

 

委員 

 

保坂参事 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 他にご質問はありませんか。 

 

 ありません。 

 

 それでは、これより採決を行います。本件については、同意とす

ることでよろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 それでは、全会一致により、当審査会としては議案第１号につい

て、同意することに決しました。 

 

それでは、議題（２）報告第１号、建築基準法第４３条第２項第

２号（包括同意基準）に基づく許可について、特定行政庁より説明

をお願いします。 

 

～令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに許可した 

１８件について報告～ 

 

（質疑応答） 

 １０番は位置指定道路の延長はできなかったのですか。 

 

 幅員が４ｍなく、側溝等の施設整備も必要で、すぐには築造する

ことが難しいとのことから、協定通路となりました。また、市街化

調整区域内での道路築造となりますので、位置指定道路ではなく都

市計画法による開発道路となります。 

 

 通路タイプ③は位置指定道路にかなり近く、側溝が入っていない

など、ちょっとした問題があったとしても、指定できる手立てはな

いですかね。また、タイプ②と③の許可条件が同じになっているの

で、不公平な気がします。タイプ②は厳しめにしなければという気

がします。 

 

 タイプ②と③は、建築基準法上は道路位置指定の基準に合う、合

わないの違いがありますが、包括同意基準では差がないということ
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沖田主幹 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

保坂参事 

 

 

 

委員 

 

保坂参事 

 

 

 

委員 

 

 

 

ですか。 

 

 幅員４ｍを有しているか否かで基準を分けています。延長による

差は設けていません。 

 

 安全上、防火上の観点から、３０ｍを超えると救急車や消防車が

進入する距離も長くなるので、包括同意基準にも差があってよいと

思います。位置指定道路は３５ｍまでしか認められないのに、協定

通路は４ｍあれば何ｍ行き止まりでもかまわないというのは如何

なものか、との指摘はないですか。基準は審査会が同意したもので

すが。 

 

 以前から、課題ですと言っているのですが。タイプ②と③は差が

あってしかるべきと思います。 

 

 タイプ②の方が危ないわけですよ。③の方は道路位置指定が可能

な形となっていますが、②は本来６ｍなくてはいけないところを、

包括同意基準で同じように認めるというのは不合理です。それなり

の安全措置を課すとか、基準の見直しをすべきと思います。とは言

っても、現場では認めてあげないと救済できないということはある

かと思いますが。 

 

 以前は建築主事が確認を下ろすにあたって、救済を目的として運

用しており、その後、許可制度となりましたが、従前に建築主事が

安全上、防火上支障がないと判断したものを引き継いでいます。 

 

 歴史がありますからね。 

 

 基本的には、建築主事が確認を下ろしていた時代の取扱いを踏襲

しています。見直しが必要ないかというと、そういうことでもなく、

延長規定を設けている行政庁もあります。 

 

 だから、もうひと工夫が必要なのでは。今までやってきたから変

えられないとか、ここは安全上支障がないと判断している所だから

というのではなく、３５ｍを超えてもこういう措置を別途講じてい

るので大丈夫ですというものが必要です。６番は、駐車場に３台も
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沖田主幹 

 

委員 

 

 

 

 

 

沖田主幹 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

保坂参事 

 

 

 

 

 

委員 

 

保坂参事 

 

 

 

 

あって、２棟分ですね。 

  

３台分の所も敷地です。 

 

 空地を確保してゆったり造っているし、そんなに問題があるとは

思えない。道路の延長が３５ｍを超えると超えないとでは安全上差

があるので、包括同意基準において代替措置の検討を是非してもら

いたいと要望しておきます。今回の他の案件で、包括同意基準から

外れるような取扱いはないですか。 

 

ありません。 

 

 包括同意基準について、調整が必要との意見がありましたが、継

続審議が必要ですか。 

 

 改善を事務局でしていただければいいと思います。今回の事案で

は問題ありません。 

 

 長い通路の場合は、こういう措置もあるということを物理的に規

定してはどうかということですね。 

 

 そのような検討をお願いしたい。 

 

 包括同意基準を作って２０年以上が経ち、基本的なところは変わ

っていなくても、社会情勢は大きく変化しています。これまでの経

緯もありますので、それらを踏まえた上で、基準に差をつけること

が馴染むかどうかも含めて、今後検討していきたいと考えていま

す。 

 

 ②のタイプはたくさんあるのですか、限定的なのですか。 

 

 ②のような事例は多くあります。もともと位置指定道路を造って

宅地分譲する際に、道路終端の敷地は路地状敷地で確認をとった

後、路地部分を共用通路にしてしまうことで、接道が無くなってし

まうというケースが多いです。しかし、各自治体によって差がある

ようで、所沢のような事例は少ないという自治体もあります。昭和
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委員 

 

 

会長 

 

 

委員一同 

 

会長 

 

 

保坂参事 

 

会長 

 

 

４０、５０年代に開発された中には、全く接道がない住宅地もあり

ます。 

 

 いずれにしても、タイプ②と③では安全性に差があるので、転回

広場や空地の確保を続けてもらいたい。これは要望です。 

 

 今の点については、引き続き検討をお願いします。他にご質問は

ありませんか。 

 

 ありません。 

 

 以上で、議題（２）の報告は終わりました。それでは、議題（３）

その他の事項としまして、特定行政庁・事務局から何かありますか。 

  

 次回のご案内 

 

それでは、全ての議事が終了いたしましたので、本日の建築審査

会を閉会いたします。 

 

～ 閉会 ～ 

以上 

 


